
外国人を雇用しようとする事業主への援助
（相談センターの設置）

（国家戦略特別区域法 第37条の3）

つくば市 初認定：令和5年3月24日
仙北市 初認定：令和6年10月23日

規制改革の内容 規制改革の概要

• 産業の国際競争力を強化するため、専門的な
能力を有する外国人材を活用したいとのニーズは
高い。

• 在留資格の制度運用については、基準が不明
確・裁量的との指摘がある。

特例措置前

特区内に「外国人雇用相談センター」を設け、専門
の弁護士・行政書士などを配置し、外国人材を
受け入れようとする企業等に対して出入国在留管
理制度に関する各種相談や情報提供等を行う。

特例措置

地域における専門性や技能を有する外国人材の
就業の促進

効果

審査の基準が
良く分から
ない・・・

※専門の弁護士・行政書士などで構成
※出入国在留管理に関する事例の整理・分析

地方出入国
在留管理局

申請

許可・交付／
不許可・不交付 事業者

外国人雇用
相談センター

自治体職員

行政書士

弁護士
相談

有用な情報の
提供
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